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研究成果の概要（和文）：　日本の組織において、在宅勤務を導入している組織は多くない。したがって、①日
本で在宅勤務を行う課題となっているのは何か、②その課題を解消・緩和するために雇用者に求められる要素は
何か、③その課題の解消・緩和に向けた教育訓練は行なわれているのかを検討した。①に関しては6点を示し
た。②に関しては従業員には仕事の自律性が求められる。③に関しては、ほとんどされておらず、教育訓練を行
なっている組織は説明会や文書での通知で対応していたと結論付けた。

研究成果の概要（英文）：　In Japanese organizations, telework has been little developed. However, 
telework could be one of good working ways for Japanese organizations, because they can retain and 
utilize employees who can’t work at office on all working days. Therefore, this study discusses 
three points. ①What is tough problems in working at home.②What are employees required to treat 
them.③How education and training do Japanese organizations give for employees.
　Three points are concluded. ①There are six points―Task for telework(There is no task in working 
at home), IT security, Management, Boundary permeability, Working long hours, Communication for 
bosses, colleagues and clients. ②Employees need to get task autonomy. In particular, it is needed 
to relieve Boundary permeability and Working long hours. ③Organizations give a few education and 
training for employees. When they conduct these, they give sessions and send documents about 
telework. 

研究分野： 人的資源管理
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
2000 年以降、日本で企業のダイバーシテ

ィ・マネジメントの取組、およびその研究が

進展している。ダイバーシティ・マネジメン

トが日本の中で定着をするには、①トップの

コミットメントや従業員がダイバーシティ

は重要であるという意識変革、②多様な人材

を維持するために企業の働き方を柔軟なも

のにし、全従業員が働きやすい環境を整える

こと、③企業は成果を得ること、が必要であ

る（脇、2010）。 
 
２．研究の目的 
（1）本研究は、上記の研究開始当初の背景

の②多様な人材を維持するために企業の働

き方を柔軟なものにし、全従業員が働きやす

い環境を整える、ことに焦点をおいた研究で

ある。企業の働き方の多様化には、二つの方

向性がある。第 1 が労働時間の柔軟性（短時

間労働や 1 時間からの有給取得が可能など）

である。第 2が労働場所の柔軟性（在宅勤務、

サテライトオフィスなど）である。前者は、

ダイバーシティ・マネジメントを導入する企

業で取組まれている場合が多い。一方で、後

者はほとんどみられない。しかし、育児や介

護を担う従業員、障がいのある従業員は、オ

フィスに通勤することが困難になることが

ある。そのような従業員を活用する際には、

労働場所の柔軟性は有効な働き方であろう。 

そこで、ダイバーシティ・マネジメントを

浸透・定着させる一つの方策である働く場所

の柔軟性、中でも雇用型テレワーク（在宅勤

務）に焦点をあて、テレワーク導入によるダ

イバーシティ・マネジメントの浸透・定着の

可能性を検討する。 

 

（2）テレワーク導入によるダイバーシテ

ィ・マネジメントの浸透・定着の可能性を検

討するために、本研究では以下 6 点を実施す

る。①在宅勤務の現状を明確にする、②在宅

勤務が日本の組織の中で進んでいない課題

を分析する、③在宅勤務を行なう上で従業員

に求められる要素を考察する、④在宅勤務を

する上でどのような教育訓練が必要である

かを調査する、⑤④の教育訓練は②で示した

課題の解消・緩和に繋がるのかを検討する、

⑥③で明確になった従業員に求められる要

素は、在宅勤務を行う組織で獲得できるよう

に教育訓練をされているのかを調査する。 
 
３．研究の方法 
（1）本研究の目的①在宅勤務の現状を明確

にする、②在宅勤務が日本の企業の中で進ん

でいない課題を分析する、③在宅勤務を行な

う上で従業員に求められる要素を考察する、

に関しては主として国土交通省『テレワーク

人口実態調査』やその他の調査報告書、他研

究者の先行研究より明確にする。 

 

（2）本研究の目的④在宅勤務をする上でど

のような教育訓練が必要であるかを調査す

る、⑤ 研究目的④の教育訓練は研究目的②

で示した課題の解消・緩和に繋がるのかを検

討するに関して、教育訓練の方法・内容を

2010 年米国で施行されたテレワーク増進法、

アメリカ人事局の報告書、アメリカ人事局の

テレワークトレーニングの資料、日本の研究

論文や調査報告書より検討する。 

 

（3）本研究の目的⑥（研究目的③で明確に

なった従業員に求められる要素）は、在宅勤

務を行う組織で獲得できるように教育訓練

をされているのかに関しては、県庁、市役所、

特別区役所（以下、東京 23 区役所）に在宅

勤務の教育訓練に関するアンケート調査を

送付し、在宅勤務の有無や在宅勤務を実施し

ている場合はその教育訓練方法や内容を調

査する。 
 
４．研究成果 

（1）研究目的①在宅勤務の現状を明確にす

る、②在宅勤務が日本の企業の中で進んでい



ない課題を分析する、は 5.主な発表学術論文

等[学術論文]④に該当するものである（課題

に関しては、一部[学術論文]②も該当する）。 

 脇（2013）では、本研究での在宅勤務の焦

点を就業形態・労働場所・実施頻度より分類

した。表 1の完全在宅勤務、部分在宅勤務が

本研究の焦点である。 

完全 部分 完全 部分
雇用型 完全在宅勤務 部分在宅勤務 完全モバイルワーク 部分モバイルワーク
非雇用型

労働場所・頻度
自宅 自宅外

雇用形態
在宅ワーク 自営モバイルワーク  

表 1 就業形態・労働場所・実施頻度からの

テレワークの分類をおこなった概念図 

注 1）実施頻度の時間については、業務の「全

部」を自宅（自宅外）で行う際は完全在宅

勤務（完全モバイルワーク）、業務の「一

部」を自宅（自宅外）で行う際は部分在宅

勤務（部分モバイルワーク）と考える。 

引用）脇（2013）、68 ページより筆者引用。 

  

では、在宅勤務の現状はどうであろうか。

図1の雇用型在宅型テレワーカー率が本研究

の在宅勤務の現状にあたる。それをみると、

2012年で12.5％と2011年の東日本大震災を

受けて急増している。しかし、『平成 26 年度

テレワーク人口実態調査』では、2014 年の

それは 8.3％と低下しており、在宅勤務が

2012 年以降も上昇しているとはいえない。

このように、在宅勤務の普及率は東日本大震

災時に一時急増したがその後は低下し、現在

は 2011 年のそれよりも微増という現状であ

る。 

 

図 1 就業形態別在宅型テレワーク率の推移 

注）在宅型テレワーカーはふだん収入を伴う

仕事を行っている人の中で、仕事で ICT を

利用している人かつ、自分の所属する部署

のある場所以外で、ICT を利用できる環境

において仕事を行う時間が 1 週間当たり 8

時間以上ある人のうち、自宅（自宅兼事務

所を除く）で ICT を利用できる環境におい

て仕事を少しでも行っている（週1分以上）

人のことをいう。 

引用）脇（2013）、73 ページより筆者引用。 

 

 上記までが、研究目的①在宅勤務の現状を

明確にするにあたる部分である。次に、研究

目的②在宅勤務が日本の企業の中で進んで

いない課題を分析する。表 2の通り、種々の

参考文献より 6 点の課題を導出した。 

名称 
課題と思っ

ている主体 
課題内容 

業務関

連課題 

企業 
・テレワークに適した

仕事がない 

従業員 

・遂行中の仕事がテ

レワークに適してい

ない 

ITセキュ

リティ課

題 

企業 ・情報漏洩が心配 

管理課

題 

企業 ・評価しづらい 

従業員 ・適切に評価される



か心配 

境界浸

透性課

題 

従業員 
・仕事と仕事以外の

切り分けが難しい 

長時間

労働課

題 

従業員 ・労働時間が長くなる 

コミュニ

ケーショ

ン課題 

企業・従業

員の双方 

・上司とのコミュニケ

ーション 

・同僚とのコミュニケ

ーション 

・顧客とのコミュニケ

ーション 

表 2 在宅勤務を実施する際の課題 

引用）脇（2016b）、55 ページより筆者引用。 

 

（2）研究目的③在宅勤務を行なう上で従業

員に求められる要素を考察する、は 5.主な発

表学術論文等[学術論文]③、および[学会発

表]①、②に該当するものである。 

 端的に示すと、在宅勤務者は自身の仕事を

分析・理解し自律的に仕事を進めていく能力

を身に着けなければうまく実施できない（国

土交通省・総務省・厚生労働省・経済産業省、

2009、17 ページ）とあるように、自律性が

求められる。そこで、①在宅勤務を行う者に

求められる自律性とは何か、② ①で明確に

なった自律性にはどのような効果があるの

かを論じた（脇、2015）。 

①に関しては、テレワークで必要とされて

いる自律性とは、自分自身の判断で仕事を進

めることができる、仕事のやり方や順番を自

身で考えることができる、時間管理ができる

といった仕事の自律性が求められている。 

②に関しては、仕事の自律性の向上は従業

員のワーク・ライフ・バランスの推進、スケ

ジュール管理や仕事遂行の手段を考え仕事

を完成させる力、モチベーションの向上、転

職意図の減少、リテンションと従業員に対し

てだけでなく、企業に対しても自律性の向上

はメリットがあると述べた。 

 

（3）研究目的④在宅勤務をする上でどのよ

うな教育訓練が必要であるか、を調査する、

研究目的⑤（研究目的④の教育訓練は研究目

的②で示した課題の解消・緩和に繋がるの

か）を検討する、は 5.主な発表学術論文等[学

術論文]②および、[研究ノート]①に該当する

ものである。 

 研究目的④については、研究目的③より従

業員の仕事の自律性を高める教育訓練が必

要であることが示されている。では、他にど

のような教育訓練が求められるだろうか。米

国で 2010 年に施行されたテレワーク増進法

の中で、在宅勤務の資格のある雇用者とマネ

ジャーに対して相互作用のトレーニングを

しなければならないと決められている。そこ

で、米国政府機関はどのようなテレワークト

レーニングを行っているかを明確にした。そ

こでは、雇用者に対してもマネジャーに対し

ても、米国人事局のウェブ上でのトレーニン

グ（以下、OPM トレーニング）を実施して

いる団体が多い（United States Office of 

Personnel Management ,2013,p.32）。 

そこで、OPM トレーニングの内容を考察

する。在宅勤務者とマネジャー双方に求めら

れていることは、①在宅勤務で実施する仕事

内容を明確にし、在宅勤務者とマネジャー双

方とも理解していること、②仕事の評価は成

果で行うこと、③コミュニケーションは、在

宅勤務者は同僚、マネジャー、顧客に負担を

感じさせない手段をあらかじめ考えておく

こと、である。在宅勤務者に求められること

は、自身の仕事が在宅勤務を実施できるかを

確認すること、自律的に働く仕事慣行を身に

着けることである。このように、OPM トレ

ーニングでも在宅勤務者の仕事の自律性が

求められている。一方、マネジャーに求めら

れることは、在宅勤務を行うことを認める同

意書に仕事内容や責任を明記し、成果が上が



らなかった場合在宅勤務を中止させること、

同意書は定期的に見直すことを同意書の中

に記載すること、在宅勤務者とオフィス勤務

者との評価の差はなく、評価をフィードバッ

クすることである（脇、2016a；脇、2016b）。 

次に研究目的⑤（研究目的④の教育訓練は

研究目的②で示した課題の解消・緩和に繋が

るの）を検討する。その結果、日本で在宅勤

務を実施する際の課題の解消に適用可能な

部分と適用が困難な部分があることを示し

た。具体的には管理問題、コミュニケーショ

ン課題、業務関連課題は、OPM トレーニン

グに記載されている部分があるため、部分的

には解消に繋がる可能性がある。一方、IT セ

キュリティ、境界浸透性課題、長時間労働課

題は、OPM トレーニングで記載されている

部分見られなかった。そのため、米国での在

宅勤務を実施する際の教育訓練内容からで

は解消が困難であることを示した（脇、

2016b）。  

 

（4）研究目的⑥（研究目的③で明確になっ

た従業員に求められる要素は、在宅勤務を行

う組織で獲得できるように教育訓練をされ

ているのか）を調査する、は 5.主な発表学術

論文等[学術論文]①に該当するものである。 

脇（2017）では、日本の県庁、市役所、東

京 23 区役所に焦点を当て、在宅勤務の有無

や在宅勤務を実施している場合は、その教育

訓練方法や内容をアンケート調査した。そこ

で明らかになったことは、①在宅勤務を行う

団体でも教育訓練を行なう団体は多くない、

②教育訓練を行なう団体では、説明会や文書

による通知の手法がとられていることであ

る。さらに、表 2の在宅勤務の課題に対する

教育訓練に関しては、在宅勤務者、管理者に

対して公式のルールとして明記してある項

目、在宅勤務者の裁量に任せている項目があ

る。在宅勤務を行う上での課題となっている

ことから、後者の場合は教育訓練手法を考え

る必要があろう結論で結んだ。 
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